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付録： 三重大学人文学部研究センター規程      〔平成１６年６月９日制定〕 

 

（設置） 

第１条 三重大学人文学部（以下「本学部」という。）に，次の研究センターを置く。 

社会動態研究センター 

多文化共存研究センター 

伊勢湾文化資料研究センター 

総合環境研究センター 

（目的） 

第２条 研究センターは，本学部における共同研究プロジェクトを実施することを目的とす

る。 

（職員） 

第３条 各研究センターに，次の職員を置く。 

一 センター長 

二 プロジェクト代表者 

三 研究員 

２ 研究センターに，次の職員を置くことができる。 

一 客員研究員 

二 研究アシスタント 

三 その他研究プロジェクト実施のために必要な職員 

（センター長） 

第４条 センター長は，研究センターが実施する研究プロジェクトを統括する。 

２ センター長は，プロジェクト代表者の互選により学部長が任命する。 

３ センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，引続き４年を超えることは

できない。 

（プロジェクト代表者等） 

第５条 プロジェクト代表者は，本学部の大学教員で，当該研究プロジェクトの責任者とな

る。 

２ 研究員は，本学部の大学教員で，当該研究プロジェクトの実施に当たる。 

３ 客員研究員は，本学部の大学教員以外の者で，当該研究プロジェクトの実施に当たる。 

４ 研究アシスタントは，大学院人文社会科学研究科の学生で当該研究プロジェクトの補助

業務を行う。 

（研究センター運営会議） 

第６条 研究センターの運営及び管理に関する事項を審議するため，三重大学人文学部研究

センター運営会議（以下「研究センター運営会議」という。）を置く。 

２ 研究センター運営会議は，学部長，副学部長及び各センター長をもって組織する。 
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３ 研究センター運営会議に議長を置き，学部長をもって充てる。 

４ 研究センター運営会議は，研究プロジェクトを研究センターの事業として承認する権限

を有する。 

（研究センターの設置等） 

第７条 研究センターの設置，改廃及び名称の変更は，研究センター運営会議の議を経て，

教授会で承認を得るものとする。 

（規程の改正） 

第８条 この規程の改正は，教授会の承認を得なければならない。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，平成１６年６月９日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１６年１０月１３日から施行する。
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